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お
知
ら
せ

周
防
大
島
松
山
フ
ェ
リ
ー
の

時
刻
表
改
正
に
つ
い
て

　　

周
防
大
島
松
山
フ
ェ
リ
ー
は
、

４
月
20
日
よ
り
時
刻
表
を
改
正
し

ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

周
防
大
島
松
山
フ
ェ
リ
ー
株
式

　

会
社
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柳井発 伊保田発 三津浜着 三津浜発 伊保田発 柳井着

1 07:05 08:24 09:35 1 03:20 04:36 05:50

2 12:25 13:44 14:55 2 09:45 11:01 12:15

3 17:45 19:04 20:15 3 15:05 16:21 17:35

4 23:05 00:24 01:35 4 20:25 21:41 22:55

※ 4柳井発（23:05）～三津浜着便は土曜日運休（9月 19日は運行）
※ 1三津浜発（3:20）～柳井着便は日曜日運休（9月 20日は運行）

５月 18日㈪～ 24 日㈰は春の行政相談週間です。
　これまで行政相談委員を務めてこられた橋爪雅子さんに替わって、柳澤裕
実さん（東三蒲）が平成21年４月１日付けで総務大臣から行政相談委員に
委嘱されました。また、末満良勇さん、中村興家さん、二宮信三さんは、同
日付けで引き続き行政相談委員に委嘱されました。
　行政相談委員は、皆さんの相談相手として、役所（国、独立行政法人、特
殊法人など）の仕事に関する苦情や要望を受け付け、関係機関に対する通知
や助言を行っています。
　行政相談委員は、次のとおり行政相談所を開いていますので、お気軽にご
相談ください。相談は無料で、相談内容などの秘密は固く守られます。
地　区 相談委員氏名 相談日 場所

久賀地区 末満良勇

第１火曜日　
13:30 ～ 15:30 久賀総合センター

第３火曜日　
13:30 ～ 15:30 椋野出張所

大島地区 柳澤裕実 第２火曜日　
10:00 ～ 12:00 大島庁舎

東和地区 中村興家 第３火曜日　
13:30 ～ 15:30 自然休養村管理センター

橘　地区 二宮信三 第３火曜日　
13:30 ～ 15:30 橘総合センター

　また、山口行政評価事務所でも、相談を受け付けています。（電話、手紙、
ＦＡＸ、インターネットのいずれでも相談できます。）
◆総務省山口行政評価事務所
○住所　〒７５３‐００８８
　山口市中河原町６‐16　山口地方合同庁舎１号館
○電話　　０５７０‐０９０１１０　（行政苦情１１０番）
　または　０８３（９３２）１１００
○手紙　書式は自由です。
○ファックス　０８３（９２２）１５９１
○インターネット　http://www.soumu.go.jp/kanku/chugoku/yamaguchi.html

県
税
の
「
夜
間
・
休
日
の
納

税
（
相
談
）
窓
口
」
が
開
設

さ
れ
ま
す

　

自
動
車
税
の
納
期
限
は
６
月
１

日
㈪
で
す
。

　

県
税
事
務
所
で
は
、
平
日
昼
間

に
納
税
ま
た
は
納
税
相
談
が
で
き

な
い
事
情
の
あ
る
方
の
た
め
に
、

「
夜
間
・
休
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の
納
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（
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窓
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し
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。
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■
日
時　

　

５
月
28
日
㈭　

　

５
月
29
日
㈮　

　

６
月
１
日
㈪

　
　

午
後
８
時
ま
で

　　

５
月
31
日
㈰　

　
　

午
前
８
時
30
分
〜

　
　

午
後
５
時
ま
で

■
場
所　

　

柳
井
県
税
事
務
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柳
井
市
南
町
三
丁
目
９
番
３
号
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国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
、
申
請
を
し
て

承
認
さ
れ
る
と
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る

申
請
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

申
請
免
除
制
度
に
は
、
保
険
料
の
全
額
が
免
除

さ
れ
る
全
額
免
除
と
、
保
険
料
の
一
部
を
納
付
し
、

残
り
の
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
一
部
納
付
が
あ
り

ま
す
。
一
部
納
付
に
は
、
４
分
の
１
納
付
、
半
額

納
付
、
４
分
の
３
納
付
の
３
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
の
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
に
、
全
額
免
除
ま
た
は
一
部
納

付
が
承
認
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
退
職
（
失
業
）
を
理
由
と
し
た
特
例
免

除
制
度
も
あ
り
ま
す
。
特
例
免
除
は
、
申
請
す
る

年
度
ま
た
は
前
年
度
に
お
い
て
退
職
（
失
業
）
の

事
実
が
あ
る
場
合
に
対
象
と
な
り
、
失
業
さ
れ
た

方
の
所
得
を
除
外
し
て
免
除
の
審
査
を
行
い
ま
す
。

　

■
問
い
合
わ
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増
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国民年金保険料の免除制度
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